
夕張市共同募金委員会会則 

 

昭和６１年８月 ５ 日  決   定 

平成２２年５月２６日  全文改正 

令和 ５ 年５月２９日  一部改正 

（会 則） 

第１条 社会福祉法人北海道共同募金会が定める市町村共同募金委員会設置規 

程第１０条の規定に基づき、夕張市共同募金委員会（以下「本会」と言う。） 

の会則を、次のとおり定める。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、北海道共同募金会（以下「道共募」と言う。）の定める諸計画 

 に基づき、区域内の地域福祉の推進のため、本会の運営に住民の参加を図り、 

 民意を十分に反映し共同募金運動を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。 

 （１）募金活動の実施 

 （２）共同募金ボランティアの受入れ、登録、研修及び活動の企画・実践 

 （３）広報・啓発活動の実施と世論の醸成 

 （４）地域福祉に係わる資金需要の把握及び助成申請の周知と受付 

 （５）助成申請団体の審査及び助成業務とその評価 

 （６）社会福祉協議会との連携 

 （７）助成を受ける団体等からの相談への対応 

 （８）歳末たすけあい運動の推進 

 （９）関係組織との連絡調整 

 （10）その他、共同募金運動の目的を達成するために必要な事業 

２ 本会は、道共募が定める期間までに、区域内における募金計画並びに助成 

 計画、募金を行う際の募金活動案をまとめた共同募金推進計画を策定するも 

 のとする。なお、策定にあたっては、区域内の地域福祉実践計画と連携を図 

 る。本会は共同募金推進計画を道共募に進達する。 

３ 本会は、第２条に定める目的を達成するため共同募金推進会議を開催する 

 ことができる。 

４ 共同募金推進会議は、共同募金運動に関して、できるだけ幅広い住民や団 

 体の参加を呼びかけ住民の共同募金運動に対する理解と共感を高めるため開 

 催する。 



５ 本会の活動は会長統括のもとに募金ボランティア（団体も含む）によって 

 行うが、その組織体として共同募金奉仕団を置くことができるものとし、募 

 金ボランティアは本会の会長が委嘱する。 

 

（名 称） 

第４条 この会は、夕張市共同募金委員会と称する。 

 

（代表者） 

第５条 本会に理事たる会長１名及び副会長４名を置く。 

２ 会長は、本会を代表して会務を統括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

４ 会長及び副会長は、評議員会において選任し、道共募の会長が委嘱する。 

 

（理事・評議員） 

第６条 理事は役員として執行機関である理事会を組織して、第２条に定める 

 目的を達成するために必要な事項を決定し、その執行にあたる。また、評議 

 員会を組織として、前記の目的を達成するために必要な事項を決議する。 

２ 理事は、評議員会において選任し、本会の会長が委嘱する。 

３ 理事の定数は６名とする。 

４ 理事の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 評議員は、理事会において選任し、本会の会長が委嘱する。 

７ 評議員の定数は１２名とする。 

８ 評議員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

９ 補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（理事会・評議員会） 

第７条 この会則において別に定める事項のほか、次の事項は理事会での決定 

 後、評議員会に附議しなければならない。 

（１）事業計画及び事業報告 

（２）予算及び決算 

（３）会則の改正 

（４）共同募金推進計画の策定 

（５）その他、会長が必要と認める事項 

２ 理事会は、会長が召集して、その議長となる。 



３ 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することが 

できない。ただし、議決権の委任を受けて出席した代理者は、定足数に算入 

する。 

４ 理事会の議事は、出席理事の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の 

 決するところによる。 

５ 評議員会は、会長が招集して、その議長となる。 

６ 第３項及び第４項の規定は、評議員会の会議に準用する。 

７ 同条第１項（３）の決定がなされた時は、速やかに道共募会長の承認を得 

 ることとする。 

 

（監 事） 

第８条 本会の役員として監事を２名置く。 

２ 監事は、本会の業務及び財務を監査して理事会、評議員会に報告する。 

３ 監事は、評議員会において選任し、道共募の会長が委嘱する。 

４ 監事の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

５ 補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（審査委員会） 

第９条 本会に、道共募が定める諸方針に基づいた助成計画の策定や共同募金 

 の助成の審査を行うことを目的として、審査委員会が設置し審査委員を７名 

 置く。 

２ 審査委員会の委員は、理事会及び評議員会の同意を経て会長が委嘱する。 

３ 審査委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 補欠審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 審査委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。 

 

（専門委員会） 

第 10条 本会に専門事項の協議を行うことを目的として、専門委員を置くこと 

 ができる。 

２ 専門委員会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 専門委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。 

 

（会計及び寄付金の管理） 

第 11条 本会の会計規程については、別に定める。 

２ 本会の会計年度は、毎年４月１日より始まり翌年３月３１日をもって終わ 

 る。 



３ 本会で取扱った共同募金寄付金は、運動の趣旨に基づき適正に管理すると 

 ともに、収納した寄付金は確実な金融機関に預け入れ、集計後は全額を道共 

 募に納入する。 

４ 寄付金を預け入れる金融機関の口座名義は、社会福祉法人北海道共同募金 

 会夕張市共同募金委員会とする。 

 

（活動、運営管理経費） 

第 12条 本会の活動・運営管理経費は、運動の円滑な推進を図るため必要な最 

 低限とし、道共募が定める共同募金経費計画策定要領に基づいた額をもって 

 充て、適正な執行を行う。また、この経費は毎年度末に精算し、残余金が発 

 生した場合は道共募へ送金のうえで、次年度の経費に充てるものとする。 

 

（事務局） 

第 13条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 本会の事務所を夕張市若菜３番地 夕張市社会福祉協議会に置く。 

３ 事務局職員は、会長が委嘱し、うち１名を事務局長として出納責任者とす 

 る。 

 

附 則 

この会則は、昭和６１年８月 ５ 日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成２２年５月２６日から施行する。 

附 則 

この会則は、令和 ５ 年５月２９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔別紙〕  夕張市共同募金委員会の主な業務内容 

１．会の運営 

 ○理事会、評議員会、監事監査、審査委員会、専門委員会等の開催 

 ○道共募の庶務規程に基づく文書管理 

 ○道共募の個人情報保護に関する規程に基づく個人情報の管理 

 

２．募金 

 ○募金業務 

 ○募金実績の報告並びに「はねっと」への入力 

 ○推進計画（募金・助成）の策定業務 

 ○募金の収納送金業務（募金の受付及び領収書の発行、送金） 

 ○募金ボランティアの受入れ、研修 

 ○表彰推薦業務 

 ○資材の受発注 

 

３．広報・啓発 

 ○広報活動 

 ○道共募情報公開規程に基づく情報開示 

 

４．助成 

 ○推進計画（募金・助成）の策定業務（再掲） 

 ○資金需要把握業務 

 ○助成申請受付業務 

 ○助成申請団体の審査業務 

 ○募金目標額の設定 

 ○助成業務 

 ○助成情報の報告並びに「はねっと」への入力 

 ○審査委員会の運営 

 ○助成を受ける団体等からの相談対応業務 

 ○区域内の助成業務に係る道共募との調整業務 

 ○災害見舞金の手続きと交付 

 

５．会計 

 ○事務経費の執行 

 ○予算決算処理 


